
構造改革特別区域計画 
 
 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称   

  北海道目梨郡羅臼町 
 

２ 構造改革特別区域の名称           

世界自然遺産のまち羅臼町福祉輸送特区 
 

３ 構造改革特別区域の範囲          

北海道目梨郡羅臼町の全域 
 

４ 構造改革特別区域の特性          

  羅臼町は、アイヌ語の「シ

リエトク＝大地の果てると

ころ」が由来となる知床半

島の東側に位置する最果て

の町で、平成 17年７月、世
界自然遺産に登録された貴

重な自然が残る町である。 

 

  南は標津町、北西は羅臼

岳や硫黄山などの知床火山

郡の分水嶺を境に斜里町と

接し、東には根室海峡を隔

て北方領土である国後島を

望む。 
  産業は漁業を主幹産業とし、春はウニ漁、春から夏にかけてはホ

どのいわゆる雑漁、夏は昆布漁、秋はサケ漁、冬はスケトウダラ漁

て前浜（根室海峡）を舞台に漁が営まれ、町民の多くが水産加工業

漁業に関連した業種に従事している。 
行政面積は 397.84ｋ㎡で、南北に 80km、東西に８kmと細長く
林に覆われている。羅臼川流域に中心市街地が形成され、ここに公

銀行、漁協や商業施設等、主要な施設が集中しており、市街地を挟

沿いに住宅が点在し各集落を形成している。 
当町の公共交通手段としては、釧路市に本社を持つ阿寒バス株式
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本社を持つ根室ハイヤー株式会社が運行しているが、バスについては便数が少ない

ことや乗降場所が限られているなど、利用者にとって十分な利便性が確保されてい

るとはいえない状況である。また、タクシーについては、車両保有台数４台（うち

１台はジャンボタクシー）であり、介護福祉専用車両は配備されていない。 
町内の医療機関については、町立病院１件と民間の歯科診療所２件がある。しか

し、町立病院の診療科は内科と外科のみであるため、小児科や婦人科などの受診や、

より高度な治療を受けるためには、約 70km離れた中標津町や約 160km離れた釧
路市まで受診に行かなければない状況であり、これら町外の病院を受診する者も少

なくない。 
  羅臼町の平成 17年 10月 31日現在の人
口は、6,654人、世帯数は 2,261世帯で、
近年における漁業の不振と同調し、平成 7
年を境に激減している。一方、65 歳以上
の高齢者人口は増加しており、平成 17 年
10月 31日現在 1,331人、高齢化率は 20％
となっている。このうち独居高齢者は 130
人、高齢夫婦世帯は 104世帯となっており、
高齢者人口の約 25％にあたる 338人が高齢者のみの世帯となっている。加えて、
身体障害者 292人、知的障害者 22人（在宅者のみ）、精神障害者 47人の移動制約
者もおり、最寄りの中核都市まで遠隔である問題や交通アクセスの不便さを改善す

るため、移動制約者等に対する移動支援策の整備が急務である。 

〔表１：人口等〕 

 平成 17年 10月 31日現在 

総人口 6,654人 
65歳以上人口 1,331人 
 高齢化率 20.0％ 
独居高齢者 130人 

総世帯数 2,261世帯 
高齢夫婦世帯 104世帯 

 
（１）移動制約者の状況 
① 介護保険サービス利用者  

    平成 17 年 10 月末現在、191 人が要介護（支援）認定を受けており、この
うち 120人が居宅介護サービスを利用している。 
サービス利用者の在宅生活を支える上で重要な役割を果たす通院等の外出

支援では、要介護３以上の者については福祉車両での輸送が基本となるが、居

宅介護サービス利用者の 76.7％を占める要支援から要介護２までの者につい
ては、大半が福祉車両を必要とする状況ではないため、セダン型車両による移

送で十分対応できる状況である。 
〔表２：要介護（支援）認定者数〕        （平成 17年 10月 31日現在）

 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第 1号被保険者 44人 48人 23人 19人 26人 24人 184人

65～74歳 11人 14人 6人 2人 3人 6人 42人 

75歳以上 33人 34人 17人 17人 23人 18人 142人

第 2号被保険者 0人 1人 2人 2人 0人 2人 7人

総  数 44人 49人 21人 21人 26人 26人 191人
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〔表３：居宅介護サービス利用者数〕      （平成 17年 10月 31日現在） 

 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第 1号被保険者 36人 42人 12人 11人 9人 6人 116人

第 2号被保険者 0人 1人 1人 2人 0人 0人 4人

総  数 36人 43人 13人 13人 9人 6人 120人

（再掲） 92人（76.7％） 28人（23.3％） 100％

 
  ② 身体障害者         
    身体障害者手帳の交付を受けている者は 292 人であり、このうち移動に制

約を受ける肢体不自由障害者は 191人、視覚障害者は 19人を数える。1級の
肢体不自由障害者については福祉車両を必要とする者が多いが、多数を占める

2級以下の者及び視覚障害者については、セダン型等の一般車両による対応が
十分可能である。 
〔表４：身体障害者手帳交付状況〕           （平成 17年 10月 31日現在） 

 肢体不自由 視覚 聴覚 内部疾患 音声言語 計 

1級 38人 3人 0人 40人 0人 81人

2級 42人 6人 6人 1人 0人 55人

3級 23人 3人 2人 8人 2人 38人

4級 48人 0人 2人 11人 0人 61人

5級 31人 4人 0人 0人 0人 35人

6級 9人 3人 10人 0人 0人 22人

計 191人 19人 20人 60人 2人 292人

 
③ 知的障害者         

    当町では、知的障害者用の施設やサービスがないため、在宅の知的障害者に

ついては、その家族が個々に身の回りの世話を行っている。現在の課題として、

家族の高齢化等に伴い通院等の外出が困難となっている現状があるため、通院

や外出の機会を増やす支援が必要となっている。 
肢体不自由障害との重複がない知的障害者に係る通院や余暇活動への移動

介助は、セダン型車両での対応が可能であるため、使用車両を拡大した福祉有

償運送により、多く

の障害者の移動に

対応して外出機会

を増やすことが望

ましい。 

〔表５：居住区分別知的障害者数〕（平成 17年 10月 31日現在）

障害者区分別入居数  
施設数

Ａ Ｂ 計 

入所厚生施設等（町外） 9 11人 6人 17人

在  宅  者  6人 16人 22人

計 9 17人 22人 39人
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④ 精神障害者        
精神障害者のうち、精神障害者通院医療費公費負担患者票の交付を受けてい

る者は、平成 17年 10月 31日現在 38人である。引きこもり傾向にある者は、
心を許した介護者と一緒ではじめて外に出ることが可能になったり、不安感の

強い者は、環境の変化に対応できず公共交通機関の利用ができないなど、障害

の内容とその対応は多様である。そこで、輸送使用車両をセダン型等の一般車

両まで拡大し、担当するヘルパーが普段使用している車両で輸送に対応するこ

とを可能とし、通院や公共施設の利用機会を増やすことが必要である。 
 
（２）公共交通機関の状況 
① 路線バス・町内循環バス   

    当町では唯一､阿寒バス㈱が羅臼町～中標津町～釧路市を 1日４往復運行し
ているが、近隣市町への移動はいずれも当町から遠隔であるため、一日がかり

の移動となることが多い。また、阿寒バス㈱が町からの受託事業として、町内

循環バスを 1日 10便運行している。循環バスの料金は 1回 100円で、従来の
料金から減収となる分を町が補填負担しながら住民の生活路線を支えている。 
車両、停留所ともに障害者等に対応した仕様となっていないため、重度の移

動制約者はバスを利用することができず、また、軽度の者であっても単独での

利用は困難な状況である。また、集落が点在していることから、場所によって

は自宅から停留所までの距離が離れているため、バス利用が困難な方もいる。 
 
  ② タクシー事業者       
    町内には、根室ハイヤー㈱羅臼営業所 1社があり、タクシー4台で営業して

いるが、うち 1台はジャンボタクシーであり、通常は３台のセダン型車両で営
業している。観光シーズンなど時期的に利用者が増加することはあるが、通常

の利用者数は多く見込めないため、羅臼町内での増車は難しい状況であり充足

されている状態とは言い難い。また、介護タクシー等、福祉車両によるサービ

スの提供は行われていない。 
 
（３）ボランティア輸送の実績事業者 

現在、町内の訪問介護事業所は、有限会社 1社と NPO法人、社会福祉法人の
計３事業所あり、

介護保険と支援費

両方の事業所指定

を受けているのは

社会福祉法人のみ

である。 

〔表６：羅臼町の訪問介護事業所〕  （平成 17年 10月 31日現在）

事業所名 法人区分 
車  両
保有台数 

福祉車両
(再 掲)

羅臼町社会福祉協議会 社会福祉法人 ２台 １台 

NPO法人ゆとりステーション NPO法人 ４台 ２台 

有限会社わかばケアセンター 有限会社 １台 １台 
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福祉車両は各事業所で 1～２台保有しているが、移動制約者の多くは福祉車両の
装備が必要ではないことから、これ以上の福祉車両の増車は検討していない。 
このようなことから、セダン型車両の充実により移動制約者に対する支援の拡充

が求められている。 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義        
町内及び近隣市町村間の移動手段として町内循環バスや路線バスが運行されて

いるものの、便数が少ないことや乗降場所が国道・道道沿いに限られていることか

ら、利用者にとって十分な利便性が確保できているとはいえず、日常生活では自家

用車による移動が中心となっている。 
特に、移動制約者にとっては、公共交通手段であるバス及びタクシーについては

障害者等が利用できるような装備がなされていないため、家族等が運転する自家用

車での移動に頼らざるを得ない状況である。しかし、漁師町である当町の場合、漁

業者は早朝又は夜間に出漁し海上で操業しており、漁が終わると前浜あるいは漁港

において家族も含めて仕事に従事しているケースが多いため、移動制約者の中には

自家用車での外出が困難な者も少なくない状況である。 
このようなことから、移動制約者が気軽に利用できる移動手段が必要であるが、

移動制約者等の大部分はセダン型車両による輸送でも十分に対応可能であり、台数

の限られた福祉車両ではサービスの限界を生じることにもなる。よって、セダン型

一般車両によるボランティア輸送を実施することにより、多くの移動制約者の自由

な外出ニーズに対応することが可能となり、さらには、家族の介護負担の軽減にも

つながるため、移動制約者と介護者が心身ともにゆとりある生活ができるようにな

ることが期待される。 
また、輸送に携わる社会福祉法人や NPO法人の事業展開も拡充され、地域福祉

の充実を推進することができる。 
 

６ 構造改革特別区域計画の目標        

  特例措置の導入によって移動制約者の移動手段を拡大し、安定した移送サービス

を提供することで、高齢者や障害者の自立と地域活動やイベントへの参加を促進す

る。また、家族の介護負担の軽減により、漁業や地域産業の発展に寄与するととも

に、既存の社会福祉法人の活動のみならず NPO法人やボランティア団体の活動の
活発化及び、町民のボランティアに対する意識啓発を促進し、当町の町政運営の指

針となる「第５次羅臼町総合計画」の保健福祉分野の目標である「心豊で生きがい

に満ちたまちへ」の実現を目指す。 
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７ 構造改革特別区域計画の実施が計画区域に及ぼす経済的社会的効果  

  福祉有償運送における使用車両をセダン型車両まで拡大することにより、次のよ

うな経済的・社会的効果が期待できる。 

〔経済的効果〕 

 ○移動制約者の通院や外出の促進が図られることにより、これらの方が市街地商

店街へ足を運ぶ機会が増え、商店街が活性化されるとともに、消費購買力が向

上し、商業の振興が図られる。 

  ○家族等の介護負担の軽減により就労の機会が拡充され、漁業やその他の生産活

動の振興・促進が図られる。 

  ○介護事業者のセダン型車両によるサービス提供が可能となることにより、介護

労働者の雇用が確保され、介護労働者の収入の安定化により、消費活動への波

及効果が期待される。 

  

〔社会的効果〕 

○移動制約者が住み慣れた土地で生活することが可能となり、他市町村への人口

流出を防ぐ効果が期待できる。 

○高齢者や障害者等の活動範囲が拡大されることにより、介護予防の効果が期待

できる。 

○移動制約者の地域活動や学習活動、イベント等への参加が促進され、子どもと

のふれあいの場や町民相互の交流機会の充実が図られる。 

○社会福祉法人や NPO法人の活動が活発化し、町民のボランティアに対する意
識啓発が図られる。 

 
以上のことから、町全体としての活性化に波及し、町民全体の利益につながるも

のである。 

 

 

８ 特定事業の名称              

 １２０６（１２１６）ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送における

使用車両の拡大事業  
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９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しよう
とする特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画
の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項  

【関連事業】 

(1) 送迎サービス事業          
○対象者………60歳以上の在宅高齢者 
○内 容………居宅から施設（老人福祉センター）までの移送。 

   ○車 両………ディサービス送迎車両（羅臼町社会福祉協議会に委託） 
   ○利用者………平成 16年度実績 22人（延べ 5,463回利用） 
   ○送迎料………無料 
 
 (2) 町内敬老通院無料バス乗車券交付事業 

○対象者………70歳以上の在宅高齢者 
○交付の方法…１人年間 24枚（12回往復分）を交付 
○利用バス……阿寒バス㈱ 
○交付者数……平成 16年度実績 79人 

 

(3) 町内循環バス運行委託       

   ○対象者………全町民 

   ○内 容………町が阿寒バス㈱に委託し１日 10 便町内を運行 

   ○料 金………１回 100 円 

   ○利用人数……平成 16 年度実績 55,186 人 

 

 

 
  
別紙 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しよう
とする特定事業の内容､実施主体及び開始の日並びに特定事業ごと
の規制の特例措置の内容 
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別 紙 
 
１ 特定事業の名称 
  １２０６（１２１６） ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送に 

おける使用車両の拡大事業 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
  運営協議会において認められた、構造改革特別区域内で活動する社会福祉法人、

ＮＰＯ法人、医療法人及び公益法人 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
  構造改革特別区域計画認定日 
 
４ 特定事業の内容 
 (1) 事業に関与する主体 
   羅臼町内で活動を行なう社会福祉法人、ＮＰＯ法人、医療法人及び公益法人 
 
 (2) 事業が行われる区域 
   出発地又は到着地が羅臼町 
 
 (3) 事業により実現される行為 
   事業に関与する主体が所有するセダン型等の一般車両を用いて、要介護（要

支援を含む）認定を受けている方や身体障害者、知的障害者、精神障害者など

のうち単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者で、あらかじめ運送主

体に登録した会員及びその同伴者に対し、有償での送迎サービスを提供するも

の。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
 (1) 必要性等  
   平成１６年度から規制緩和されたＮＰＯ法人等による有償ボランティア輸送

では、車両が福祉車両に限定されている。この福祉車両については台数が限ら

れており、車イス等を使用しない移動制約者に対する移動サービスは充分に提

供できていない現状にある。そこで、使用車両をセダン型等の一般自家用車に

まで運用の拡大を行なうことによって、高齢者の通院及び障害者の通院・社会

参加が希望する日に自由にできるよう対応を改善していく。 
 
 (2) 羅臼町福祉有償運送等運営協議会の設置  
   福祉有償運送事業の円滑な実施のために、関係機関による羅臼町福祉有償運

送等運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。運営協議会の事務
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局は、羅臼町福祉課に置く。 
  ① 運営協議会は、羅臼町が主宰し、構成員は次のものとする。 
   ・羅臼町長又は町長が指名する職員 
   ・北海道陸運局釧路運輸支局長又はその指名する職員 
   ・社会貢献を行っている社会福祉法人、NPO等の代表 
   ・地域住民の代表 

・利用者の代表 
・地域交通機関の代表 
・学識経験者（該当者がいない場合は省略） 

 
  ② 苦情処理 
    苦情処理の窓口を運営協議会事務局に設ける。事務局は、必要に応じて臨

時に運営協議会を開催し、苦情内容を報告する。 
 
 (3) 運送主体  
   羅臼町内で活動する社会福祉法人、ＮＰＯ法人（保健、医療又は福祉の増進

を図ることを主たる目的とするものに限る。）、医療法人及び公益法人で、次の

要件を満たし、運営協議会の決議を経て道路運送法第８０条第１項の許可を受

けた事業者とする。 
  
  ① 運送の対象者 
    運送の対象者は、次の条件のいずれかに該当し、運営協議会において認め

られた者とする。 
   ・介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項に規定する「要介護

者」及び第４項に規定する「要支援者」 
   ・身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する「身体

障害者」 
   ・その他肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けている場合を含む。）、

精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では

公共交通機を利用することが困難な者。 
 
  ② 対象者の管理 

運送主体では、会員の氏名、住所、年齢、要介護認定等の対象者となる証

明書類の写し、その他必要な事項を記入した会員登録簿を作成し、適切に管

理する。 
 
  ③ 苦情処理 
    運送主体では、利用者の苦情処理について会員登録時に説明し対応する。 
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 (4) 使用車両 
   使用する車両は、運送主体が使用権原を有しているものとし、外部から見や

すいように車体側面に有償運送の許可を受けた車両であることを表示するもの

とする。 
   また、運転者等から提供される自家用自動車を使用するときは、次の事項に

適合するものとする。 
  ・運送主体と自家用自動車を提供し当該輸送に携わる者との間に当該車両の使

用にかかる契約が締結され、当該契約の内容を証する書面が作成されている

こと。 
  ・当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対

応について運送主体が責任を負うことが明確化されていること。 
  ・利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先

が明瞭に表示されていること。 
 
 (5) 運転者  
   普通第二種免許を有することを基本とするが、運営協議会において次の事項

について検討し、十分な能力及び経験を有していると認められた場合は、これ

によらないことができる。 
  ・申請日前２年間運転免許停止以上の処分を受けていないこと。 
  ・北海道公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受

講した者であること。 
  ・社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を

修了した者であること。 
  ・移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき運送

主体が自主的に行なう福祉輸送に関する研修を修了した者であること。 
  ・その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者

であること。 
 
 (6) 損害賠償措置  
   運送に使用する車両総てについて、対人 8,000万円以上及び対物 200万円以
上の任意保険若しくは共済（搭乗者傷害を対象に含むものに限る）に加入して

いること。 
 
 (7) 運送の対価  
   運送の対価については、一般乗用旅客自動車運送事業及び地域の公共交通機

関の状況等の地域特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定するも

のとする。上限については、一般乗用旅客自動車運送事業の概ね１／２とする。 
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 (8) 運営管理体制  
   運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並び

に苦情処理にかかる体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体

制が明確に整備されていること。 
 
 (9) 法令遵守  
   運送主体が、道路運送法第７条の欠格事由に該当するものでないこと。 
 


